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「成年後見制度・くらしなんでも相談会」の開催について

認知症、知的障害や精神障害のある方が、地域で安心して生活していくために役立つ成年

後見制度について、下記のとおり説明会を開催します。また、今後の生活等に対する様々な

困り事や心配事について、専門職（弁護士、司法書士、社会福祉士）による無料相談会を併

せて実施します。

記

１ 開催日時及び場所

時間は全て１３：３０～１６：３０（開場１３：００）

（１）令和元年１０月８日（火）

和歌山県庁 北別館 ５階 会議室５－Ａ （和歌山市小松原通１－１）

（２）令和元年１０月２８日（月）

那賀振興局 ２階 中会議室 （岩出市高塚２０９）

（３）令和元年１１月２５日（月）

日高振興局 別館 ２階 大会議室Ａ （御坊市湯川町財部６５１）

（４）令和元年１１月２６日（火）

伊都振興局 ２階 中会議室 （橋本市市脇４－５－８）

（５）令和元年１２月２日（月）

有田振興局 ３階 第４会議室 （有田郡湯浅町２３５５－１）

（６）令和２年１月２１日（火）

東牟婁振興局 ３階 大会議室 （新宮市緑ヶ丘２－４－８）

（７）令和２年１月２４日（金）

西牟婁振興局 ４階 大会議室 （田辺市朝日ヶ丘２３－１）

２ 内容

第１部：説明会「成年後見制度について」（１３：３０～１４：２０）

成年後見制度について、裁判官や裁判所書記官が詳しく説明します。

第２部：成年後見制度・くらしなんでも相談会（１４：３０～１６：３０）

法律・福祉の専門職が生活の様々な困り事や心配事の相談に応じます。



３ 参加方法等

（１）第１部は、申込不要です。

（２）第２部は、事前申込（先着順、各回定員８名）が必要です。参加を希望される方は、

参加申込書に必要事項を記入の上、県庁福祉保健総務課へ郵送又はＦＡＸにて開催日

の３日前までにお申し込みください。

（３）参加費は、無料です。

（４）相談時間は、１人３０分程度です。

（５）第１部、第２部ともに手話通訳及び要約筆記があります。

４ 主催

和歌山弁護士会、和歌山県司法書士会、一般社団法人和歌山県社会福祉士会、

和歌山県社会福祉協議会、和歌山県


